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教
育
基
本
法
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書

教
育
基
本
法
案
（
以
下
「
法
案
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

現
在
、
教
育
が
抱
え
て
い
る
左
記
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
今
回
の
法
案
が
成
立
・
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
ど
う
い
う

解
決
策
が
導
き
出
さ
れ
る
の
か
。
国
民
に
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
答
え
ら
れ
た
い
。

�

い
じ
め

�

不
登
校

�

校
内
暴
力
・
凶
悪
犯
罪

�

学
級
崩
壊

�

中
途
退
学

�

学
力
低
下

二

「
国
を
愛
す
る
心
」
ま
た
は
「
国
を
愛
す
る
態
度
」
に
つ
い
て
問
う
。

�

法
案
第
二
条
第
五
号
で
は
「
我
が
国
と
郷
土
を
愛
す
る
・
・
（
中
略
）
・
・
態
度
を
養
う
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、

愛
す
る
「
心
」
で
は
な
く
「
態
度
」
と
し
た
理
由
は
何
か
。

一



�

現
行
の
小
・
中
学
校
の
学
習
指
導
要
領
で
は
既
に
「
国
を
愛
す
る
心
」
「
国
を
愛
し
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
法
案

の
文
言
と
平
仄
が
あ
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
も
法
案
成
立
後
に
、
学
習
指
導
要
領
を
改
訂
し
て
法
案
の
表
現
に

あ
わ
せ
る
の
か
。

�

同
条
の
趣
旨
は
、
愛
す
る
「
態
度
」
を
養
え
ば
よ
く
、
い
わ
ゆ
る
「
面
従
腹
背
」
、
す
な
わ
ち
、
心
の
中
で
は
我
が
国

を
愛
し
て
い
な
く
て
も
、
外
見
か
ら
判
断
し
て
「
愛
す
る
態
度
」
を
示
し
て
い
れ
ば
足
り
る
と
の
考
え
か
。

�

具
体
的
に
「
国
を
愛
す
る
態
度
」
を
、
教
育
現
場
で
ど
の
よ
う
に
養
っ
て
い
く
の
か
。

三

法
案
第
五
条
第
一
項
で
、
中
教
審
答
申
に
反
し
、
義
務
教
育
期
間
（
九
年
の
年
限
）
を
削
除
し
た
理
由
如
何
。
法
改
正

後
、
義
務
教
育
期
間
を
ど
の
よ
う
に
規
定
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
し
な
い
の
か
。

四

株
式
会
社
が
設
立
す
る
学
校
は
、
法
案
第
六
条
に
規
定
す
る
「
公
の
性
質
」
等
と
矛
盾
せ
ず
、
六
条
違
反
で
は
な
い
と
考

え
て
よ
い
か
。

五

法
案
第
十
三
条
に
「
学
校
、
家
庭
及
び
地
域
住
民
は
・
・
（
中
略
）
・
・
相
互
の
連
携
及
び
協
力
に
努
め
る
」
と
規
定
さ

れ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
何
を
想
定
、
意
味
し
て
い
る
の
か
。
具
体
例
を
あ
げ
て
説
明
さ
れ
た
い
。

六

い
わ
ゆ
る
「
教
育
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
度
」
に
つ
い
て
問
う
。

二



�

安
倍
首
相
が
、
そ
の
著
書
「
美
し
い
国
へ
」
で
ふ
れ
、
自
民
党
総
裁
選
時
に
も
議
論
に
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
教
育
バ

ウ
チ
ャ
ー
制
度
」
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
制
度
と
認
識
し
て
い
る
か
。

�

米
国
に
お
け
る
「
教
育
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
度
」
は
、
全
国
普
遍
的
な
制
度
で
は
な
く
、
主
に
貧
困
層
を
対
象
に
し
た
特
例

的
な
救
済
策
と
理
解
し
て
い
る
が
、
政
府
は
、
米
国
の
「
教
育
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
度
」
の
仕
組
み
を
ど
う
認
識
し
て
い
る

か
。

�

「
教
育
バ
ウ
チ
ャ
ー
制
度
」
、
す
な
わ
ち
「
学
校
選
択
制
」
は
、
越
境
入
学
等
地
域
外
か
ら
の
学
生
、
生
徒
の
流
入
増

等
に
よ
り
、
一
層
学
校
の
地
域
か
ら
の
遊
離
を
促
進
す
る
と
考
え
ら
れ
、
法
案
第
十
三
条
に
い
う
「
学
校
、
家
庭
及
び
地

域
住
民
の
相
互
の
連
携
及
び
協
力
」
に
逆
行
す
る
政
策
で
は
な
い
か
。

七

法
案
第
十
六
条
に
つ
い
て
問
う
。

�

同
条
に
規
定
す
る
「
不
当
な
支
配
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
を
指
す
の
か
。
ま
た
、
誰
が
「
不
当
な
支
配
」
で
あ
る

と
判
断
す
る
の
か
。

�

同
条
に
お
い
て
新
た
に
追
加
さ
れ
た
、
教
育
は
「
こ
の
法
律
及
び
他
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
れ
る
べ

き
」
と
い
う
文
言
に
よ
り
、
現
状
以
上
に
国
家
統
制
色
が
強
ま
る
と
懸
念
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
そ
の
意
味
内
容
如
何
。

三



現
行
法
下
の
教
育
ま
た
は
教
育
行
政
に
ど
の
よ
う
な
影
響
ま
た
は
変
化
が
及
ぶ
の
か
。
あ
る
い
は
単
な
る
現
状
追
認
（
確

認
）
規
定
に
す
ぎ
な
い
の
か
。

右
質
問
す
る
。

四


